
６．平成 15 年度の業務実績と評価の概要 

 

（１）出融資保証承諾件数と金額の実績 
 

    （参考）各事業分野に関連する出融資保証承諾件数及び金

金融種類別
承諾件数（割合）

投資金融
143件(50%)

円借款
62件(22%)

輸出金融
35件(13%)

輸入金融
7件(3%)

アンタイドローン
6件(2%)

保証
27件(10%)

金融種類別
承諾金額（割合）

投資金融
7,294億(38%)

輸入金融
1,334億円(7%)

輸出金融
1,162億円(6%)

ｱﾝﾀｲﾄﾞﾛｰﾝ
1,041億円(5%)

保証
2,409億円
(13%)

円借款
5,877億円
(31%)

合計：280 件 

 

 

6 事業分野 件

国際金融秩序安定への貢献 

開発途上国の経済社会開発支援 

我が国の資源の安定確保 

我が国の資本・技術集約型輸出の支援 

我が国産業の国際的事業展開の支援 

開発途上国の地球規模問題への対応支援 

合計 

 
（注 1） 複数の事業分野の課題に対応する案件は、該当する全

（注 2） 単位未満四捨五入のため、各事業分野の割合を合計し

7 
額の比率 

合計：1 兆 9,117 億円 

数(%) 金額(%) 
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事業分野に計上している。 
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評価結果 評価を踏まえた今後の改善策等

（事業課題1）
民間金融機関の補完・奨
励の徹底、および民間資
金との役割分担の明確化

A

引き続き、地銀を含む我が国民間金融機関との早い段階からの協力
や、各種協議会、環境ノウハウ・海外事業環境といった情報提供等に
よる連携強化、民間金融機関のニーズを踏まえた新規スキームの開
発やリスクテイク機能の充実等に努めることが重要である。

（事業課題2）
効果的な政策実現を図る
ための多様な金融手段
の有機的な活用

A

取り組みの対象国・セクターが拡大してきた経験を踏まえ、引き続き、
日本企業や開発途上国のニーズ等を踏まえて、融資をはじめとする本
行の各種機能を有機的に活用した支援を検討していくことが重要であ
る。

（事業課題3）
国際機関・他国公的機関
との積極的連携

A

引き続き、国際機関・他国公的機関との業務協力協定や各種協議会を
活用し、連携、協調融資を実施していくことが重要である。また、開発
途上国の現場での援助機関間の協議・調整が増加しており、かかる現
地化にあわせ、現場での援助調整に積極的に参加していくことが重要
である。

（事業課題4）
環境問題に対する配慮の
徹底、および環境改善案
件への積極的取り組み

A
引き続き、新環境ガイドラインの適切な運用に努めるとともに、CDM(ク
リーン開発メカニズム)案件・JI（共同実施）案件等、京都メカニズムの
活用を含め、環境改善案件に積極的に対応することが重要である。

（事業課題5）
中堅・中小企業向け支援
内容の充実

A
引き続き、中堅・中小企業向けに、地方商工会議所、地方自治体、地
銀等との連携等を活用しながら、効率的に有益なサービスの提供を行
うことが重要である。

（財務課題1）
適正な損益水準の確保

A

両勘定について、信用コストを吸収した後において一定の利益水準と
なっており、適正な損益水準が確保されている。なお、法定決算では、
国際金融等勘定で754億円、海外経済協力勘定で648億円の利益金を
計上した。

（財務課題2）
出融資の実行に伴う各種
リスクの適切な把握およ
び管理

B
政策目的や民間金融機関との業務内容の差異等を勘案すれば、概ね
適切な取り組みがなされている。

（組織課題1）
オペレーションの効率的
な実施

A 引き続き、オペレーションの効率的な実施に努めることが重要である。

（組織課題2）
我が国国民の意見・要請
の適切な反映

B
今後、NGO、地方公共団体、大学等の我が国の知見の活用、意見聴
取を図ることが重要である。

（組織課題3）
利用者の視点に立った業
務の改善

A
引き続き、利用者のニーズを適切に把握することで、利用者の利便性
の向上等、利用者の視点に立った業務の改善に努めることが重要で
ある。

（組織課題4）
情報公開・広報活動の推
進

A 引き続き、積極的な情報公開、広報活動に努めることが重要である。

分野 課題
課題への取り組み状況の評価

5ページの「評価の総合化と段階評価の基準の考え方」に基づき課題毎に段階評価を行った結果と今後の業務の改善策は以下
のとおりである。

(2)評価の概要

基本業
務分野

事業課題

財務課題

組織能力
課題
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（課題1-1）
アジア地域における市場
の信認回復のための健
全な経済運営に対する支
援強化

A

アジアを中心とした開発途上国経済は総じて急速な回復を遂げている
ものの、金融システムの脆弱性は完全に解消されておらず、効果的・
効率的な危機防止・収拾支援のため、国際機関等との政策協議・連携
強化も含め、引き続き健全な経済運営に対する支援を着実に実施して
いくことが重要である。

（課題1-2）
アジア各国のマクロ経済
動向に関するモニタリン
グ強化

B
国際金融秩序維持の観点からは、危機に繋がる兆候の早期発見につ
ながるよう、引き続き多様なネットワークを活用し、モニタリング内容の
一層の充実に努めることが必要である。

（課題1-3）
アジア各国の国際金融市
場における資金調達支援

A

引き続き、我が国の対アジア政策を踏まえ、アジア地域債券市場の育
成・発展にかかる取り組みを積極的に推し進めるとともに、ADB等の国
際機関、アジア各国のECA等とのネットワークも活用し、アジア諸国の
連携強化に貢献していくことが重要である。

（課題2-1）
アジアを中心とした各国
の多様な開発ニーズを踏
まえた選択的な支援の推
進

A
引き続き、開発ニーズを的確に把握し、迅速かつ効果的に対応するた
め、現地ODAタスクフォースへのより積極的な参加や地域住民ニーズ
の把握を含む現地での取り組みを強化する必要がある。

（課題2-2）
貧困削減への対応の強
化

A

貧困対策案件は貧困層の参加促進を含め、案件形成に多くの時間と
労力を必要とするものであり、現地でのきめ細かな対応を強化する必
要がある。また、経済成長を目的とした経済社会インフラ案件を通じた
貧困削減への貢献についても、引き続き的確な把握に努め、貧困削減
効果の大きい案件の形成を促進する必要がある。

（課題2-3）
開発途上国の経済的自
立に必要な民間経済活
動を推進する支援

A

今後も借入国のニーズを踏まえ、中小企業育成、インフラ事業、地場
銀行向け融資、人材育成、IT化等、民間部門育成に対する支援を実施
する必要がある。その際、国際機関等を通じた支援や、公社・政府機
関等に対する直接・間接の信用供与手段も活用していくことが重要で
ある。地方開発への支援は、地方分権化の中で実施体制を確保する
ことが課題であり、今後、我が国の自治体などの知見を活用した取り
組みが必要である。

（課題2-4）
知的協力の推進

A
知的協力については、引き続き、調査提言の効果をフォロー・アップす
る必要がある。

（課題2-5）
我が国国民の参加と他の
援助形態・機関等との連
携による開かれた円借款
業務の推進

B

NGOやCBOとの連携については、相互理解を一層深めるとともに、連
携案件の拡大を図っていくことが必要である。また、地方公共団体との
連携については、将来のより幅広い連携を可能とすべく、連携先の開
拓等にも努める必要がある。

（課題2-6）
円借款業務の質の向上

A

評価について、引き続き、国民によりわかりやすい公表、国際会議に
おける積極的な情報発信等、アカウンタビリティ向上に努め、円借款業
務の質の向上に取り組むことが重要である。

（課題3-1）
我が国としてのエネル
ギー・鉱物資源の確保

A

引き続き、我が国政府の資源・エネルギー政策や「新産業創造戦略」
等を踏まえ、我が国の資源の安定確保に資する案件を支援していくこ
とが重要である。特に、アジア地域の資源需給構造の不安定化に対す
る積極的かつ機動的な支援の実施、資源産出国の関連インフラ整備
への支援を行うとともに、日本企業が有する資源効率化、省エネに資
するプラント・技術等の輸出、投資の支援を実施することが重要であ
る。

（課題3-2）
高リスク・巨額な資源案
件への適切な対応

B

引き続き、業界団体や日本企業のニーズを踏まえて、円滑なファイナン
スに適切に対応することが必要である。また、主要資源保有国政府や
欧米メジャー等との間でも、情報収集や意見交換による密接な関係を
維持、拡大することが必要である。

国際金融秩序安定
への貢献

開発途上国の経済
社会開発支援

我が国の資源の安
定確保
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（課題4-1）
日本企業の輸出競争力
の確保

A
引き続き、対象国・地域に応じたリスク対応策を構築し、新規スキーム
を含む円滑なファイナンス組成により、日本企業を支援していくことが
重要である。

（課題4-2）
日本企業の輸出機会の
創出

A

案件発掘・形成調査業務について、引き続き、輸出成約に結びつくよう
な案件選定を行うとともに、案件進捗のきめ細かいフォローアップ等の
強化を図ることが必要である。個別の融資案件の支援に留まらず、融
資一般にかかる相手国側とのフレームワーク整備や案件発掘・形成調
査業務の効果的適用を含めて、日本企業の輸出機会創出、受注環境
等の整備に努めていくことが重要である。

（課題4-3）
我が国が競争力を有する
ような公的輸出信用制度
の構築

A
引き続き、日本企業が競争力を維持できるようなルール、枠組みを積
極的に提案していくことが重要である。

（課題5-1）
開発途上国における日本
企業の事業機会の創出

A

引き続き、日本企業のニーズを踏まえ、民間金融機関を補完しながら、
最適な金融スキームを構築していくことが必要である。また、「新産業
創造戦略」等、政府の政策に沿い、日本企業が国際的競争力を持つた
めに、積極的に貢献していくことが重要である。

（課題5-2）
日本企業のニーズを反映
した開発途上国における
経済・社会インフラ整備お
よび投資関連諸制度の
整備支援

A

「日本・ASEAN行動計画」に即したアセアン・メコン地域、2003年のサ
ミットで表明されたアフリカ地域などで、引き続き、日本企業のニーズ・
課題を把握し、インフラ等日本企業の開発途上国における事業展開の
環境整備にかかる案件を支援するとともに、投資関連諸制度の整備の
ため、政策提言等、開発途上国政府に対する働きかけを実施すること
が重要である。

（課題5-3）
日本企業のニーズを反映
した開発途上国における
裾野産業の育成

B
引き続き、国際的事業展開を行う日本企業、裾野産業育成にかかる
ニーズの把握に努め、ツーステップローンや各企業向けの融資により
積極的な支援を行う必要がある。

（課題5-4）
開発途上国の経済情勢
等の環境変化への機動
的対応

B
引き続き、多様なリソースを活用した情報収集に努めるとともに、業況
ヒアリングを事業展開のニーズ把握と合わせて実施するなど、効率的
な取り組みが必要である。

（課題6-1）
開発途上国政府による地
球温暖化対策と我が国の
酸性雨問題を軽減する対
策への支援の拡充

A
我が国のクリーン・テクノロジーの普及を伴う案件については、企業等
との意見交換を通じて、我が国の先進的な技術についての情報を収集
した上で、案件形成に活用していくことが必要である。

（課題6-2）
日本企業を通じた地球温
暖化対策への支援の拡
充

A

京都議定書発効の見通しも踏まえ、日本版炭素基金の速やかな立ち
上げとその円滑な運営のサポートを実施するとともに、我が国政府・政
府機関、日本企業、開発途上国政府、国際機関等との連携を一層強
化し、日本企業による具体的なCDM、JI案件の発掘・形成の支援や当
該案件への出融資による支援に積極的に取り組んでいく必要がある。

（課題6-3）
地球温暖化と酸性雨対策
以外の地球規模問題へ
の対応の強化

A

人口問題は、国毎の状況に応じて、初等教育や識字教育を通じた女性
の地位向上など、多様な取り組みによる対応の強化が必要である。新
ODA大綱の重点課題に平和構築が新たに加えられたこと、世界水
フォーラム／エビアンサミット等での水問題の重要性と国際的な支援の
必要性の議論などを踏まえ、平和構築、水問題等への継続的な取り組
みが必要である。

（課題6-4）
地球規模問題に関する技
術・知見を有する我が国
内外の研究機関・国際機
関・企業・NGO等の関係
機関との知的連携の強化

A
地球規模問題に関し、今後も我が国の研究機関、国際機関、企業、
NGO等との連携を強化するとともに、かかる連携を具体的な案件の形
成と当該案件向け支援につなげていくことが重要である。

Ａ 26

Ｂ 7

A・・・・適切な取り組みがなされている。　B・・・概ね適切な取り組みがなされている。C・・・取り組み状況を踏まえた新たな対応策が必要。
-　・・・外部環境の変化等により評価不能。

開発途上国の地球
規模問題への対応
支援

計

我が国の資本・技
術集約型輸出の支
援

我が国産業の国際
事業展開の支援
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